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ι ト

言曲'

叢

七
六

情
調
雌
出
給
と
租
曲
目
立
梓

第
二
十
二
容

(
第
一
一
蹴

七
六
)

清
酒
庫
出
枇
ミ
租
税
の
立
替

沙

見

耳目

第

清
酒
市
山
口
税
の
課
税
方
法

間
接
的
投
枕
に
は
.
同
々
の
政
秘
方
法
が
あ
る
c

大
別
し
て
、
生
産
に
闘
し
て
謀
税
す
る
方
法
正
流
辿
に
際
し

て
叫
枕
す
る
方
法
ど
が
こ
れ
で
ゐ
品
。
生
産

ω
過
椛
を
捕
ふ
る
場
介
は
、
生
産
原
料
品
に
献
抗
す
る
方
法
・
生
産

の
途
中
に
課
税
す
る
方
法
(
竿
製
品
に
献
す
る
方
法
、
山
府
保
又
は
機
械
に
課
す
る
方
法
)
.
生
産
的
完
成
郎
も
製
成

Hm
に
謀
秘
す
る
方
法

ω三
つ
を
考
へ
る
執
が
山
叶
部
品
。
又
流
リ
辿
に
閥

L
て
謀
枕
す
る
方
法
は
、
流
山
地
の
初
期
を
捕

ふ
る
蓮
搬
制
時
枕
法
正
、
流
通
の
途
中
を
訓
附
す
る
通
附
融
松
方
法
正
、
そ
の
終
期
印
ち
共
的
掛
物
が
版
克
染
者
よ
り

消
此
究
者
に
う
つ
る
時
期
を
捕
ふ
る
販
資
制
州
枕
・
5
法
ご
の
三
つ
に
分

μ
る
。
清
酒
り
間
接
消
費
税
に
於
て
は
、
原
料

米
に
謀
枕
す
る
方
法
・
宇
製
品
た
る
麹
に
課
す
る
方
法
、
容
即
帥
に
訣
枕
す
る
方
法
、
話
石
高
に
課
税
す
る
方
法
が

生
産
課
税
方
法
で
あ
っ
て
、
庫
出
税
、
販
'
民
税
が
流
泌
課
税
方
法
に
凪
す
る
ゆ
で
あ
る
。
最
近
、
我
岡
仁
問
題
ご

な
っ
て
ゐ
る
清
酒
庫
出
秘
的
提
案
は
、
清
酒
の
融
税
方
法
L

官
、
生
産
謀
税

ω
第
四
析
た
る
諮
石
税
よ
h
一
歩
を
進



め
、
販
貢
課
税
の
第
一
一
極
た
る
庫
出
税
に
改
め
ん
ご
す
る
も
の
で
ゐ
る
。

租
税
は
、
な
る
べ
〈
之
を
縫
枕
者
仁
接
近
し

τ謀
税
し
、
鎗
税
者

ω負
鎗
カ
仁
聴
す
る
政
仁
せ
ね
ば
な
ら
泊
。

こ
の
意
味
か
ら
し
て
、
清
酒
枇
内
線
枕
も
捻
枕
者
た
る
消
費
者
の
附
近
に
於

τ行
ふ
必
要
が
ゐ
る
。
試
に
、
情
酒

の
原
料
相
附
税
、
治
石
川
附
枇
、
庫
山
一
品
枕

ω
一
一
一
者
を
叱
較
す
る
。
原
料
米
に
加
工
し
て
清
酒
ゲ
践
治
し
、
そ

ω清
酒

が
庫
出
せ
ら
H
H

工
酒
池
山
訴
の
手
を
雌
札
巾
・
間
市
川
人
内
聞
を
時
々
し
て
最
後
に
消
費
者
に
よ
っ
て
消
費
せ
ら
れ
る
迄

に
は
、
可
な
h
長
さ
且
つ
後
雑
な
る
生
産
流
山
地
的
過
判
刊
を
た

rる
の
で
あ
る
。
原
料
米
は
油
消

ω
牒
治
に
際
[
霊

大
な
る
生
産
要
素
で
ゐ
る
が
、
清
酒
り
阪
治
は
そ
れ
以
外

ω柿
々

ω要
素
に
支
配
せ
ら
る
、
が
放
に
、
原
料
米
山

償
額
、
品
質
、
数
量
よ

h
L
て
直
に
清
酒
山
川
領
、
品
質
、
地
石
一
品
を
決
定
u
q
る
を
得
な
い
の
で
ゐ
る
。
従
っ
て

原
料
謀
税
は
可
な

b
y巾
日
公
平
な
る
粕
川
取
を
件
ふ
の
で
ゐ
る
o

叉
出
石
商
い
し
課
税
す
る
ご

L
て
も
、

そ
の
消
酒
が
市

場
に
設
ム
り
出
さ
れ
る
迄
に
は
、

貯
臓
減
、

リ，、、
t
l
 

F
2
 品開両日等

ω事
情
を
作
ひ
、

且
「
訓
唱
石
完
成
期
よ
り
脳
山
時
期
迄

の
金
利
も
計
算
す
る
必
要
ゐ
る
が
放
に
、
池
石
一
向
ご
庫
川
一
一
向
正
、
池
石
川
明
額
ご
庫
出
償
制
ご
は
、

必
中

L
も
一
致

し
な
い
の
で
ゐ
る
o

克
仁
流
通
の
初
期
た
る
賄
出
り
附
期
に
課
税
す
る
正
し
て
も
、
先
づ
代
金
同
牧
期
の
溢
速
を

考
へ
ね
ば
な
ら
す
、
制
水
、
混
酒
、
運
搬
減
等
の
事
怖
を
も
盛
酌
す
ぺ
〈
、
結
局
、
時
出
の
石
敷
及
ぴ
伺
傾
が
、

消
費
者

ω購
入
す
る
清
酒

ω
数
量
及
ぴ
消
技
者
の
支
抑
ふ
清
酒
代
金
正
果
し
て
精
確
に
一
致
す
る
や
一
台
や
は
、
頗

る
疑
問
で
あ
る
o

以
上
三
柿
の
課
税
方
法
的
中
じ

τ消
費
者
に
接
近
す
る
事
最
も
大
な
る
庫
山
課
税
に
し
て
、
巳

論

量生

前
泊
出
山
桔
と
租
枕
の
主
替

第
二
十
こ
を

第

統

七
七
)

じ
ヒ



(
停
一
腕

と
入
)

七
人

論

讃

前
酒
山
山
枕
と
和
措
山
立
替

第
二
十
二
審

に
・
消
費
者
山
路
枕
カ
を
測
定
可
る
に
不
充
分
で
あ
る
o

況
ん
や
、
消
費
者
を
遠
古
か
る
一
割
が
庫
川
枕
よ
h
も
大

な
る
脱
出
石
枚
、
原
料
税
に
歪
h
て
は
、
消
費
者

ω把
税
力
に
適
合
す
る
に
一
居
不
便
な
る
を
見
れ
得
な
い
の
で
あ

品
。
こ
れ
、
消
費
税
は
な
る
べ
く
前
提
者
に
接
近
し
て
之
を
献
す
べ

L
正
云
ム
所
以
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
、
消
費
税
は
消
技
者
を
迭
さ
か
れ
ば
遠
F
か
る
枝
、
柿
々
の
要
素
に
支
配
せ
ら
れ
そ
の
負
協
関
係

を
慌
乱
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

放
に
‘
消
曲
賞
者
の
備
税
能
力
を
顧
慮
す
る
古
云
ム
児
地
に
立
て
ば
、
租
枕
技
術

ω

許
す
範
闘
に
於
て
消
費
者
に
接
近
上
て
課
税
す
べ
き
で
あ
る
o

我
国
仁
問
題
己
な
っ

τゐ
る
消
酒
庫
山
税
論
が
、

消
曲
賞
者
の
捻
枕
力
吉
一
耳
ム
鮎
に
専
ら
重
き
を
扱
い

τゐ
る
な
ら
ば
、

此
意
味
に
於
て
は
清
酒
庫
山
税
が
現
行
の
清

酒
造
石
税
に
優
る
事
数
等
な
h
J
E
云
は
ね
ば
な
ら
旧
制
。

第

清
酒
庫
山
税
論
の
重
心

然
れ
ど
も
所
論
清
酒
庫
山
税
論
な
る
も
の
は
、
消
持
者
の
携
税
力
に
迎
合
す
る
ご
一
耳
ふ
事
正
は
臭
っ
た
貼
に
少

〈
ピ
も
そ
の
重
心
を
置
い
て
ゐ
る
か
ら
‘
問
題
は
し
か
く
簡
皐
に
解
決
し
な
レ
の
で
あ
る
o

此
山
中
は
、
議
〈
は
税

法
審
査
委
員
曾
審
査
報
告
に
よ
っ

τも

近
く
は
庫
山
枕
の
具
鰻
案
正
し
て
示
古
れ

τゐ
る
所
に
よ
っ

E
も
明
か

で
あ
る
o

然
ら
ば
、
所
制
庫
出
税
論
の
目
的
正
す
る
所
は
呆

L
て
何
で
あ
ら
う
か
。

現
行
の
清
酒
税
は
詑
石
刻
を
棋
準
正
し

τ課
税

Lτ
ゐ
る
か
ら
、
酒
乱
起
業
者
が
税
金
を
立
替
え
て
納
付
せ
ね
ば

稲法務官香員曾審査報i!j- 2~::: l'{ 1) 



な
ら
ぬ
場
合
が
起
h
得
る
の
で
あ
る
o
造
石
す
る
、
庫
出
す
る
、
然
る
後
に
代
金
を
回
牧
す
る
o
然
る
に
、
-
酒
誼

業
者
は
遺
石
の
時
期
を
標
準
ご
し
て
清
酒
税
少
納
付
せ
ね
ば
な
ら
泊
。
結
局
、
悲
石
の
時
期
を
標
準
正

L
て
納
税

L
た
る
時
よ
h
其
租
税
が
清
泊
代
金
に
包
合
せ
ら
れ
再
び
補
遺
業
者
に
同
牧
せ
ら
る
、
迄
の
聞
に
或
時
期
が
介
在

せ
ば
、
そ
の
期
間
H
L

け
酒
遣
業
者
は
清
酒
税
の
金
利
を
負
強
せ
ね
ば
な
ら
凶
事
ど
な
る
。
こ
れ
所
前
清
酒
税
の
立

替
納
付

ω場
合
で
あ
る
。
従
っ
て
止
叫
石
枕
に
代
ふ
る
に
庫
山
枕
を
以
て
せ
ば
、
少
C
ど
も
池
石
則
正
庫
出
期
己
凶

閥
の
期
間
だ
り
、
清
酒
税
の
立
替
納
付
の
期
聞
の
師
を
短
縮
し
得
る
諜
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
池

r税
を
庫
山
官

に
改
む
る
事
に
よ
っ
て
、
酒
造
業
者
が
治
酒
税
の
立
替
の
全
部
又
は
一
部
を
免
れ
ん
ど
す
る
の
が
、
所
融
市
伴
出
税

論
の
政
官
生
せ
し
所
以
で
あ
る
。

議
論
は
極
め
て
簡
単
で
ゐ
る
。
も

L
、
現
付
税
法
が
地
石
ピ
同
時
に
地
石
高
に
劃
す
る
全
部
の
机
税
を
徴
牧
[

て
ゐ
る
な
ら
ば
、
遺
石
矧
に
代
ふ
る
に
応
出
則
を
以
℃
す
る
事
に
よ
h
、
酒
遣
業
者
は
治
石
刻
ご
庫
川
期
正
の
間

ω税
金
立
替
の
負
備
を
免
れ
る
の
で
あ
る
o

晶
一
且
[
脱
出
期
は
少
(
芭
も
逃
石
期
よ
ち
後
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
o

特
に
治
石

ω完
成
の
後
、
宇
年
以
上
も
在
庫
口
聞
を
抱
ふ
る
灘
地
方
は
、
此
勃
に
利
害
関
係
が
深

ν。
然
[
現

行
税
法
は
、
決
し

τ造
石
ご
同
時
に
課
税
す
る

ω方
法
を
採
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

酒
造
税
法
第
六
僚
は
、
納
期
を
次
の
如
〈
に
規
定
し
て
ゐ
る
。

第

~Ul 

七
月
十
六
日
よ
り
岡
三
十
一
日
限
(
前
年
十
月
一
日
よ
ち
其
年
四
月
三
十
日
迄
の
査
定
石
放
に
係

論

最

情
沼
崎
出
肱
と
租
誼
目
立
替

第
二
十
ニ
各

第

輯

七
九
)

t 
ゴむ



誼

議

山
削
酒
蹴
出
枇
と
租
檎
目
立
替

第
二
十
ニ
容

(第一一揖

λ
0〕

J、
O 

る
税
額
の
四
分
の
一
)

第
二
期

十
月
十
六
日
よ
h
同
三
十
一
日
限
(
同
上
)

第
三
期

翌
年
二
月
十
六
日

4
h
同
二
十
八
日
限
(
同
上
及
び
禁
年
五
月
一
日
よ
b
九
月
三
十
H
迄
り
金
定

石
放
に
係
る
税
額
の
二
分
の
こ

翌
年
三
月
十
六
日
よ
b
岡
三
十
一
日
限
(
前
納
額
の
獲
繍
)

こ
の
規
定
に
よ
る
ピ
、
査
定
時
期
を
前
年
十
月
一
日
よ
h
其
年
四
月
三
十
日
迄
正
共
年
五
月
一

H
よ
り
九
月
三

第
四
期

十
日
迄
ピ
の
こ
う
に
分
も
、

そ
れ
を
標
準
正
し
て
四
期
外
納
を
規
定
[
て
ゐ
る
。
事
質
上
、
清
酒
山
り
大
部
分
は
前

年
十
月
一
日
よ
り
其
年
四
月
三
十
日
迄

ω問
に
査
定
せ
ら
る
、
が
放
に
、
酒
造
税
法
第
六
僚
を
解
し
て
、
清
酒
り

全
治
石
高
に
係
る
税
制
の
四
分
の
一
づ
、
が
、
七
月
三
十
一
日
、
十
月
三
十
一
日
、
朝
正
年
二
月
二
十
八
日
、
剖
立
年

三
月
三
十
一
日
の
四
期
に
分
納
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ご
す
る
事
が
出
来
る
。
従
う

τ、
こ
の
分
納

ω事
資

ωあ
る
造
石

殺
を
根
様
正
し
て
議
論
を
進
め
ね
ば
な
ら
向
。

失
に
改
め
ん
ご
す
る
庫
出
税
の
内
察
は

E
う
で
ゐ
ら
う
か
。
出
陣
出
税
に
も
遊
石
税
t
同
日
向
な
る
分
納
方
法
を
許

す
な
ら
ば
、
酒
造
業
者
に

z
b庫
出
税
が
有
利
な
る
事
は
云
ふ
迄
も
な

ν。
然

L
従
来
的
庫
山
枕
諭
は
、

凡
て
庫

出
期
よ

h
一
定
期
間
内
に
納
税
す
る
事
を
定
め
・
品
唱
石
税
に
見
る
が
如
き
分
納
は
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
ゐ

る
。
現
ド
明
治
三
十
五
年
の
頃
の
大
藤
省

ω庫
出
税
草
案
は
衣
川
り
如
き
内
容
を
有

L
て
ゐ
る
。



第
十
三
僚

消
費
税
は
滴
編
庫
出
り
際
酒
類
製
造
業
者
に
於
て
直
に
之
を
納
付
す
吋
し
。
但
し
税
額
に
相
賞
す

る
挽
保
物
を
提
供
し
た
る
者
又
は
相
常
保
必
人
を
供
L
若
〈
は
酒
師
聞
を
製
u
唱
可
る
者

ω
属
す
る
酒
治
組
合
に

於
て
納
杭
を
保
越
し
た
る
者
は
、
政
府

μ
五
ゲ
月
以
内
消
費
枕
り
微
欣
'
猶
珠
可
。

弐
に
大
正
十
年
前
後
に
関
川
れ
た
る
財
政
縦
憐
調
査
曾
に
て
は
、

ニ
ゲ
月
り
納
枇
猶
酬
周
期
聞
を
許
寸
整
理
案
を

基
礎
ご
し
て
討
議
を
進
的
た

ω
1
ゐ
品
。

真
に
、

健
五
郷
に
於
付
る
大
陵
地
家
が
絞
近
決
議
l
た
る
所
に
よ
れ
ば

現
行
樋
池
政
法
十
庫
出
枕
訟
に
改
め
る
・
』
ピ

納
税
猶
珠
期
間
ey
庫
山
山
り
月
よ
b
五
ヶ
月
川
の
十
五
日
限
ち
ご
す
る
-
』
Z

酒
池
組
合
的
納
税
保
諸
制
度
を
設
付
契
納
税
金
額

ω百
分

ω一
二
を
交
附
金
ご
し
て
組
合
に
下
附
を
受
付

組
合
経
費
a

と
す
る
こ
言
、
怠
納
等

ω場
合
は
組
合
に
於
て
責
任
を
持
?
』
ピ
、

百
な
っ
て
ゐ
る
o

大
識
省

ω草
案
に
よ
る
も
財
政
経
演
調
宜
曾
の
整
理
案
に
よ
る
も
真
に
大
腕
治
家
内
決
議
に
よ

る
も
・
酒
浩
組
什
内
納
枕
保
設
の
下
に
於

τ庫
出
期
間
を
楳
準
正
し
一
定
の
期
閥
内
に
|
|
四
ヶ
月
又
は
五
ヶ
月

遅
れ
1
1
1
納
税
す
る
事
に
な
っ

τゐ
る
。

第

庫
山
期
マ
』
納
柑
期
ご
の
閥
係

論

議

約
一
凶
山
印
刷
秘
と
租
蹴
申
立
替

部
ニ
十
二
巷

(
第
一
一
揖

F、
) 

ハ.



論

議

前
沼
山
山
崩
と
租
税
山
立
替

議
論
の
似
宜
上
、

似
仁
庫
山
後
直
に
納
税
す
る
応
出
枕
を
考
へ
、

柏
市
二
十
二
審

す
る
o

税
令
立
替
の
鮎
よ
h
見
て
何
れ
が
酒
池
業
者
に
利
盆
な
り
や
。

(
第
一
概

J、
) 

A 

一
分
納
山
現
射
能
石
税
ピ
比
較

是
を
四
分
り

主
税
局
統
計
年
報
茜

ω数
字
仁
よ
り
、
金
闘
の
清
摘
庫
山
高

ω各
月
別
比
肢
を
各
調
池
年
度
凶
仁
っ
き
て
試
る
。

新「白

ト

月月

翠
年
一
月 第

-
表

1I 
E目
前
消
~\l 
山
.i 
針。o
累
年

比
較
主主U

大
正
二
年

回、
一一

-一回、九一口

RU
、占
hH-
一日

回AA、申告一

月

一
壁
、
呂
田

}j 

一均三、目指也

四
月

三
五
、
ユ
ト
克

豆王
月

-
三
一
、
九
古
一

ノ、
且

三
一
一
、
き
豆

七
月

ユ
一
回
、
明
川
五

λ 
月

-一回園、且一口

;1， 
H 

= 
元
同

大
正
三
年

}晶、七{]且

-一品、一一也

老
、
主
口

石
川
、
量
五

一
日
輩
、
口
一
回

当
日
、
正
也
同

一七九、一回同

一
金
、
見
回

A山、回一士山

ュ

Eh--喜一

一
回
一
、
口
支

-一車A、一宮一一

大
正
例
年

回、口ぃ完

豆、一目指一回

』百四月」円

一
室
、
一
九
五

一A晶、口一一五奇

一
一
一
吾
、
口
量

zm官官、一一回

~ 

阿

宅

三
川
口
、
口
一
A

て
い
吉
一
、
副
首

三
者
、
回
口
昌

石
単
位
)

各大
正
一
訓
年

A

、口
44品

去
、
一
コ
ロ
A

一号品、屯型日

一寸一
U

官、一九五

百一也、山口口

一一一八回、口
N
h
h

ヨ

アt，、.、
品

ーグ軍国

一五品目、九回目

耳
z晶、、
岡
晶

一一』一泊三毛国

ヨ
己
口
、
一
山
口

一量一一、空一 加

造大
正
六
年

一口、ロハ一一

君
、
宍
一

男、-一台一

一
一
口
口
、
会
主
一

一一一八一

J
室内

ヨ一一口、一一一品一

一日亘弘、口奇日

五
日
一
、
同
一
ニ

エトヤ州、一九批判

三
口
回
、
告
完

華
々
一
吾 年

度
大
正
七
年

Z
、台口弘

一面、一八己

丸一問、呈屯

一
九
二
、
一
ゴ
=

一也、ニ内八

子
会
、
望
者

喜
一
八
、
A
H
A

三
五
、
吾
豆

戸一品晶、司三

Z
一一、均一四国

吾-一、同一山一

閉
口
園
、
吉
一
式 倒

大

E
ハ
年

-一、正{]AA

耳目}」一一一昔

一言、
A
屯

コロ回、屯A一

-冗昔、

h
E

一
八
一
、
完
全

己

事

元
耳
、
Z
A
A

=A回、一古川七

ユ一台ヨ品、ユ缶品

亘一

z、口一石

回
一
口
、
五
一
品

大
正
九
年

一一、口口=一

国-、晶一角

A
A

、hM州
一
円

一ヨ一世、突ニ

一九日品、主円

ユ菊五、DA一

ユ
札
口
、
証
書
A

コ
A
晶
、
(
回
忌

子生日、
A
口
H
M

邑
=
、
九
一
品

園
口
問
、
堕
耳

大
正
十
年

主

'" 孟
盟
、
一
元
幽

一耳一、九A山

-Z'
口、三岡田

コト屯口、均一一一

ヨ同A、-日当一

己
九
回
、
也
A唱

ヨ一回一、省三-A

一コロ口、七回己

一一一盆よ一宍九

一
五
ニ
、
量
百

回
一
品
、
A
一
日

主紐第四十一回ー←第五十回統計年報告:酒類藤山高表 (fJi酒白内新酒及v'古

調)

2) 



、
古

十

日
寸4

H 

再
H
昔
、

4
主

一一一吾川宇一回一

五

て恒，、、
室

百
一
当
一
、
八
九
百
品

一
一
口
白
、
一
七
九

七七、口ぃ唱し幅

同
向、..， 
t、
包富

一
口
、
同
Z

且

Z
、
一
九
七

五
、
一
九
回

豆
、
目
立

三
角
一
、
堕
且

霊

呂

弓
九
、
ロ
ヨ

一
甲
州
、
内
44孟

4
J

主一一

主
、
=
一
同

同
一
点
、
Z
E
A

同
一
七
J
巨
晶

昌
一
也
、
一
=
一
盟

日
目
、
事
千
九

口
側
、
川
口
「
品

事
八
、
品
同
岡

Zて

'" '" 
、

-:::} 

z 

革
、
ロ
ニ
-

己、盟」一-

タU

Eヨー

呈

同
事
昔
、
若
A

壁
晶
、
号
一
回

門主一、一一九回
4

=
皇
、
口
同
一
一

一回一

J
一宮一

七
A
、一ハヨ一

三
品
、
一
一
七

証

主
耳
、
九
七
一

一一、晶一一
長
~ .. 

判
、
也
呂
、
一
宍
一
一

歪
ニ
、
D
A
d

一

五
五
一
回
、
一
岡
田

門
口
八
、
川
し
七
九

一A
A
、
八
九
回

三三

吉
口

八
品
、
{
]
品
内

4
己
、
田
正

-一一耳、瓦合一

晶
、
苦
品
二
月
一

園
、
省
主
M

自

高

正
一
回
J
日正月

吾
目
、
五
一
点
目

垂
孟
、
口
口
口

量
A
J
豆一

-Z
一、A
三一売

一
三
岡
、
白
一
六

者
昌
、
昌
周
回

三
問
、
品
回
A

一
品
、
盟
A

一、円..， 
内

一
一
、
同
一
角

蓋
究
会
均

岡山明官、百一一九
A

z
t
口
、
一
一
五

一
品
回
、
一

A
A

九
品
、
白
河

昔、売£一

ユ
昔
、
一
一
三

口、=一閉山、

回、

J
2回

コ
、
同
一
九

『
ユ
回
忌

雪
一
二
若

同
岳
山
J
一一一台

吾
一
ニ
J
M自九

一
一
世
昔
、
品
問
{
]

一
七
七
、
四
回
一
八

一
一
口
、
古
一
也

(
一
、
耳
亘
ニ

一
吾
、
一
司
山
道

一
一
、
山
九
一

-
H
J
=
=
 

、
回
盟

主
院当.

ヨ、ル一
A
d

回
、
主
託
、
A
A
同
玉
、

E
d一
、
車
内
周
囲
、

-
m
w
-
J
t
y九
五

J
一豆七
J
4
一五

五
、
回
一
口

第
二
十
二
審

第

観

λ
一-一)

λ 

第
一
表

ω酒
越
年
度
ピ
暦
年
ピ
の
闘
係
に
ウ
き
一
磁
の
設
切
を
加
ふ
る
必
要
が
あ
る
。
大
正
十
酒
造
年
度
(
大

十
二
月

翌
々
年一

月
一一月

泊

論

Z
M
一、
A
五百一一

孟

発

-一口口、三一-一

五
A
、
=
一
口

日

-託、
A三一
A

荷
描
出
陣
出
積
と
祖
続
。
立
春

11-1，¥ 

H 

一
口
主
、
一
世
再

五
月

七五、一一九一凡

岡
田
、
九
一
口
一

ユ
一
、
A
N
A

品
、
同
九
点

豆、-j、
一

霊
一、一口一品

月

一
ニ
、
口
一
同

弓
同
豆
再
三
一

A

豆、由一一
A
、
吉
元
阿
、
一
4

一
一
口
、
一
塁
円

一
、
日
告
一

計

旦、
n

同一品、
z
h
u唱

正
十
年
十
月
一
日
に
始
ま
h
大
正
十
一
年
九
月
三
十
日
に
終
る
)
仁
つ
い
て
一
五
へ
ば
、
其
年
度
に
醸
造
せ
ら
れ
る

大

月

T
E
J
一星

消
酒
が
大
正
十
年
(
本
年
)
十
月
始
よ
り
大
正
十
二
年
(
翌
々
年
)
九
月
末
迄
に
如
何
仁
庫
出
せ
ら
れ
た
か
を
示
す
の

七
用

一
言
、
口
A
晶

が
、
第
一
表
の
目
的
ご
す
る
所
で
ゐ
る
o

従
っ
て
第
一
表
の
数
字
は
庫
出
高
比
較
の
根
本
材
料
で
ゐ
る
が
、
各
年

ノ、
)J 

回、. ，、
山

度
に
よ

h
そ
の
絡
謝
歎
に
増
減
が
あ
吋
一
て
比
較
に
困
難
で
あ
る
か
ら
、
夏
に
第
ニ
表
を
作
製

t
た
の
で
あ
る
。
第

議



面量

議

清
酒
服
山
崎
正
穂
積
自
立
替

ニ
表
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
。

第
一
部
分
は
、

第
ニ
十
二
巻

{
第
一
部

庫
出
高
山
最
も
大
な
る
月
(
長
高
)
、

凡
同
)

八
E耳ヲ

ぞ
れ
仁
次
ぐ
H

月

(
第
二
)
、
第
三
番
内
月
(
第
三
)
、
第
四
詩
目
の
月
(
第
四
)
を
示
し
て
ゐ
る
。
第
二
部
分
で
は
、
お
石
高
金
憾
の
最

初
の
四
分
の
一
が
庫
出
せ
ら
れ
た
月
(
第
‘
期
三
第
二
の
四
分
の
一
が
庫
出
せ
ら
れ
た
月
(
第
二
期

)
1
1卸
も
会

部
の
一
一
分
の
一
が
脱
出
せ
ら
れ
了
っ
た
月

1
l、
第
三
の
四
分
の
一
一
が
庫
出
せ
ら
れ
た
月
(
第
三
期
)
|
|
却
も
杢

部
の
四
分
の
三
が
庫
出
せ
ら
れ
了
っ
た
月
|
ー
を
明
か
に
し
た
の
で
ゐ
る
o

第
二
表
情
調
雌
山
石
世
単
年
比
絞
嵩

第
二
表
hr
見
る
ご
、
庫
出
石
敷
に
は
規
則
的
な
る
或
械
の
季
節
的
援
訪
が
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
庫
山
石
敷

r~順。，1、大
，.-.ノ'-、
第 第 郁 最

甑分J四四
，...ー・J、ー-、
躍進 jf; 第

J田 j田 JUI

大
正
二
年

高

翠
十
月

大
正
三
年

翠
十
一
周

十

月

九
月

墾
五
月

九

月

十

月

大
正
四
年

強
ト
月

ト

月

十

月
各

大
11: 
軍 Ii両
年

大
正

♀l年

糧

翌
十
且

十
月

r 

月

酒

大
正
七
年
士
正
λ
年

度翠
十
月

翌
十
二
月

大
正
九
年

翠
十
月

十

月

サー
月

九
月

十

月
大a

H 
:IL 
月

十

月

大
正
十
年

彊十一一周
寸A

丹

十

月
九
月

謹
例
月

λ 
円

P 十

月

の
最
高

ω月
以
・
笠
年
十
月

ω場
合
が
五
回
、
忽
年
十
一
月
の
場
合
が
二
回
、
翌
年
十
二
月
の
場
合
が
二
回
で
あ

一
十

月

「

月

四

翠

E
H

十

月

1 
H 

十

周

翠
凹

H

丸a

月

十
-
月

彊
十
一
月

1， 
月

月

墾
凶
日

J、
)j 

九
H 

十

月

謹
四
月

入

目

十

月

十

月

十一
H

十

月

1L 
H 

九
月

翌
五
周

笠
五
月

丹、

H 

J、
月

月

十

月

十

月

餐
五
目

.-)/ 

H 



る
o
庫
山
高

ω第
二
番
目

ω月
は
、
翌
年
十
一
月
が
五
回
、
笠
年
十
月
が
三
回
、
翌
年
十
二
月
の
場
合
が
一
一
同
で

翌
年
十
一
月
が
二
回
、
翌
年
十
月
が
一

回
で
あ
る
。
第
四
番
目
の
月
以
・
笠
年
九
月
が
六
回
、
翌
年
十
二
月
が
三
回
で
ゐ
る
。
邸
も
、
庫
出
高
の
最
も
大

な
る
月
は
翌
年
十
月
で
あ
っ

t
、
翌
年
十
一
月
、
翌
年
十
二
月
、
翌
年
九
月
の
三
ヶ
月
が
こ
れ
に
続
い
て
ゐ
る
の

rrro
夏
に
、
遺
石
高
の
最
初
の
四
分
の
一
一
か
庫
山
せ
ら
れ
る
の
は
翌
年
の
五
月
(
五
回
)
又
は
四
月
(
四
回
)
、

あ
る
。

第
三
替
目
的
月
は
、

笠
年
十
二
月
が
三
問
、

輔
式
年
九
月
が
三
回
、

次
の
四
分
の
一
は
翌
年
の
八
月
(
五
回
)
又
は
九
月
(
四
回
)
・
第
三
の
四
分

ω
一
が
庫
出
せ
ら
れ
る
の
は
翌
年
の
十

一
月
(
七
回
)
又
は
十
二
月
(
二
回
)
で
あ
る
。
而
し

τ、
長
初
の
四
分
の
一
一
伊
庫
出
せ
ら
れ
た
第
一
期
よ
h
、
最
後

の
四
分
の
一
が
庫
出
せ
ら
れ
ん
ご
す
る
第
三
期
に
至
る
期
聞
の
隔
は
、
七
ヶ
月
(
六
回
)
又
は
六
ヶ
月
(
一
二
回
)
の
数

学
を
示
し
て
ゐ
る
。
要
す
る
じ
我
倒
的
清
酒
は
・
調
北
年
五
月
迄
仁
最
初
の
四
分
の
つ
脅
年
入
月
迄
仁
四
分
の

一
一
、
す

f
f
J
庁
む

rm問炉
v
r
v『
町

r
r
r
r
uが
ず
ザ
ハ
品
。
故
に
、
或
酒
遊
年
度
に
醸
造
せ

ιれ
し
清
酒

は
、
翌
年
人
月
を
中
心
t
L
翌
年
の
五
月
Z
十
一
月
正
の
六
七
ゲ
月
間
に
約
竿
分
を
庫
出
し
す
る
の
で
あ
る
。
而

し
て
、
こ
の
六
七
ヶ
月
間
で
庫
出
荷
的
最
も
多
い
月
は
、
調
立
年
の
十
月
、
十
一
日
月
、
十
二
月
、
九
月
の
四
ヶ
月
で

あ
る
。一

方
各
酒
池
年
度
調
的
b

也
君
昨
は
.
翌
年
の
七
月
末
、
十
月
末
、

m
t
々
年
の
二
月
末
、
三
月
末
の
岡
田
に
分
納

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
換
言
せ
ば
、

g
f
f
fや
ホ
ド
レ
和
t
U
吋
年

J

一町出

AEt昨日
γ

月
町

r
E陸一り
ru?を
w
w
r
r
u

前

議

荷
酒
山
仲
山
積
と
租
殺
の
立
替

第
三
十
二
審

(
第
ご
輯

A
E
)
 

λ 
五

川弘、



論

議

前

酒

席

出

租

と

組

軸

山

立

替

館

一

一

十

二

審

(

第

一

一

瞬

八

六

}

入

大

、
、
、
.
、
、
.
‘
.
‘
，
‘
.
、
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で
あ
る
o

通
観
的
に
考
へ
て
、
五
月
乃
歪
十
一
月
を
重
心
さ
す
る
庫
出
仁
此
し
・
十
月
乃
去
十
一
月
の
仰
枕
山
り
方

k-
、
、
、
‘
.
、

が
、
礁
に
遜
れ

τゐ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
現
行
の
遁
石
税
は
、
庫
出
品
偶
直
に
納
税
す
る
庫
出
枕
に
比
[
、
酒

造
業
者
仁
如
何
に
利
盆
で
あ
ら
う
か

G

仮
に
大
正
十
酒
泡
年
度
摘
を
標
準
ご

I
、
各
月
に
つ
き
、
両
者
の
税
金
立

替
の
金
利
を
調
べ
、
第
三
表
を
得
た
の
で
あ
る
。
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第
三
表

ω数
字
は
、
清
酒
枕
金
額
を
元
本
ご
し
、
そ
の
幾
月
分
が
立
替
え
ら
れ

τゐ
る
か
を
、
各
月
に
つ
き
計

算
し
た
も
の
で
あ
る
o

庫
出
後
直
に
納
税
す
る
庫
川
枕
の
方
が
、
現
行
法
石
税
よ
り
も
常
に
伶
計
の
月
数
の
税
金

を
酒
造
業
者
を
し
て
立
替
え
せ
し
む
る
専
を
数
字
的
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
雨
者
の
芝
の
最
も
ゆ
き
は
、
最
初
の

月
た
る
大
正
十
年
十
月
末
に
於
け
る

0
・
0
0
0四
ゲ
月
分
の
数
字
・
最
も
著
し
き
は
大
正
十
二
年
三
月
末
の
問
・

二
二
四
人
ヶ
月
分
で
あ
る
。
大
疋
十
二
年
九
月
末
以
後
は
、
耐
者
の
聞
き
は
常
に
四
・
一
九
四

0
ヶ
月
分
で
あ
る
。

蓋
し
大
正
十
二
年
九
月
末
台
以
て
、
庫
出
税
に
あ
れ
治
石
枕
に
あ
一
れ
、
組
枕

ω全
額
が
納
税
し
了
ら
れ
允
る
が
放

に
、
其
後
は
繭
者

ω差
に
何
等

ω麓
化
を
も
讃
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

酒
遁
業
者
の
立
場
よ
b
し

τ、
猶
噛
時
期
間
を
置
か
ま
る
庫
出
税
よ
h
も
現
行
造
石
税
の
方
が
杭
税
立
替
の
鮎
に

品

目

?

叫

判

官

r
r
r
r
r、
第
二
蚕
に
よ
b
明
か
に
な
っ
た
。
税
法
審
査
委
員
合
審
究
報
告
は
、
雌
山
税
ご
現
行
治

石
枕
ご
を
比
挟
し
て
品
偶
者
を
以
て
前
者
よ
り
も
利
盆
な
b
t
し
、
其
諮
明
正
し
て

励
金
利
用
に
怯
る
利
子

λ
丸
一
、
九
五
四
回

輪
金
立
替
に
依
る
利
子

四
八
七
、
ニ
ニ
七
岡

掛
金
利
用
由
利
子
超
過

四
O
四
、
七
ニ
七
岡
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審
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柿
摘
出
山
結
ξ
租
続
出
削
立
梼

第
二
十
ニ
魯

畿

な
る
絶
品
割
払
を
め
げ

τゐ
品
。
結
論
じ
於
て
は
私
ご
同
様
で
あ
る
が
、
巣
し
て
何
年
度

ω材
料
を
用
ひ
、
如
何
な

る
方
法
に
よ
っ
た
か
い
γ

明
か
で
な
い
の
は
、
遺
械
で
あ
る
o
放
に
も
し
、
庫
出
品
明
直
に
代
金
を
岡
牧
L
得
る
も
の

正
せ
ば
、
酒
抱
家
は
現
行
税
法
の
下
に
於
て
税
金

ω立
替
を
な
さ
古
る
の
み
か
、
単
ろ
利
用
L
τ
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
四

庫
出
割
合
の
地
方
別
研
究

庫
出

ω時
期
は
、
年
に
よ
り
所
に
よ
り
遜
惑
が
ゐ
る
。
服
山
の
遜
〈
終
了
し

h

は
る
年
度
及
び
地
方
に
於
て
は
、

現
行

ω
治
石
枕
は
酒
池
業
者
に
己
っ
て
一
一
層
利
盆
で
あ
る
。
第
三
表
の
計
算
、
的
ち
現
行
の
抱
石
枕
が
、
税
枕
立

替
の
鮎
に
於

τ、
庫
山
税
|
|
庫
出
後
直
に
納
秘
す
る
廊
山
税

l
lよ
b
幾
ヶ
月
分
有
利
な
b
や
の
算
定
ι
官
、
会

圏
、
大
阪
税
務
磁
督
励
管
内
(
大
阪
府
、
京
都
府
、
兵
庫
瞬
、
奈
良
紙
、
和
歌
山
賊
・
滋
賀
麟
.
編
井
麟
・
石
川

服
、
富
山
勝
)
、
仙
志
望
税
務
監
督
局
管
内
(
宮
城
岬
腕
、
岩
手
勝
、
細
島
腕
、
秋
岡
師
柄
、
青
一
称
瞬
、
山
形
脈
)
及
び
西

宮
の
大
醸
造
家
に
つ
い
て
試
み
、
其
閥
り
消
息
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
仙
幕
管
内
は
庫

の
速
さ
を
以
て
名

あ
h
、
大
阪
管
内
妹
に
西
宮
地
方
は
庫
山
山
町
議
ヨ
代
表
で
あ
る
か
ら
、
此
等
り
地
方
を
特
に
選
定
し
た
の
で
る

ぁ
。
も

L
、
酒
治
家
が
庫
山
正
同
時
に
代
金
を
回
収
し
得
る
ピ
仮
定
せ
ば
、
此
等

ω
敏
a
午
じ
よ
ち
、
現
行
詑
石
枕

の
下
に
以
て
酒
遺
家
が
組
枕
の
幾
ヶ
月
分
を
利
用
し
て
ゐ
る
か
uv
明
か
仁
な
る
の
で
あ
る
。

範
囲
表

酷
壷
立
替
の
期
間
比
較
累
年
表

(
H単
位
)
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特
に
凶
-Mー
ー
の
税
金
利
用
の
程
度
は
会
図
よ
り
も
少
〈
、
他
方
納
金
地
方

ω数
字
は
金
闘
を

凌
料
品
し
て
ゐ
る
か
ら
、
大
阪
、
仙
盈

ω
両
者
が
ニ
つ
の
梯
捕
の
場
合
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

大
正
二
酒
池
年

出
血
よ
り
大
正
十
沼
港
年
度
ま
で
の
秤
量
平
均
を
ピ
る
ご
、
大
阪
は
三
・
二
五
九
ゲ
月
分
仙
肇
は
五
・
五
七
人
ヶ
月
分

で
ゐ
っ
て
、

会
闘
の
三
・
九
六
ヶ
月
分
を
中
心
ご
し

τ
上
下
に
煩
っ
て
ゐ
る
。
何
故
、
大
阪
管
内
は
現
行
税
法
で

利
す
る
所
少
〈
、
仙
議
管
内
が
利
す
る
所
が
大
で
ゐ
る
か
。
両
者

ω開
き
の
最
も
極
端
に
漣
L
て
ゐ
る
大
正
六
年

度
を
ご
h
|
|
仙
宙
望
六
・
二
人
六
ヶ
月
分
、
大
阪
コ
了
二
一
九
一
ヶ
月
分
、
繭
者
の
聞
き
二
・
入
九
五
月
ケ
分

1
l、

比
較
を
試
み
る
o

大
正
六
酒
地
年
俸
爾
が
、
大
正
六
年
十
月
炉
ら
大
正
人
年
九
月
に
至
る
二
十
四
ヶ
月
間
に
、
大

阪
仙
官
世
間
管
内
及
び
会
闘
に
於

τ如
何
に
庫
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
調
べ
る
銭
的
に
、
各
月
庫
出
高
及
び
庫
出
累

計
高
を
示
し
た
の
で
ゐ
る
。
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嘉一吉一、
g
N
同4
2、口担ハ
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Cコ

J
ヨハ正一
J
Z
A
J
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一一
一

平日一、且
A
同問、包式内、岡山

口

る

ロ・皐一一口口・巴一
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一

一会
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Z
4
同一回、七
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且

第
五
表
に
あ
る
各
月
庫
出
高
及
び
庫
出
累
計
高
の
飽
謝
数
は
、
大
阪
、
仙
宜
室
、
全
国
に
可
な
ι
り
の
差
が
ゐ
'
り
比

較
に
不
便
で
あ
る
か
ら
、
相
謝
敷
に
つ
い
て
碗
究
を
進
め
る
。

各
月
庫
出
割
合
は
、
大
阪
古
川
側
妻
ご
に
於
て
可
な
b
回
調
っ
た
趨
勢
を
一
不
[
て
ゐ
る
。
大
阪
の
庫
出
割
合
は
、
大

一
度
下

b
、
夏
に
大
正
七
年
十
一
月
に
最
一
一
向
の
峰
を
作
っ
て
ゐ

正
七
年
四
月
に
長
初
の
峰
を
示
し
て
ゐ
る
が
、

る
o
仙
壷
の
方
は
、
大
正
七
年
二
月
が
最
高
の
峰
で
め
っ
て
、
其
後
大
正
七
年
十
月
仁
一
典
び
大
な
る
峰
を
示

L
て

ゐ
品
。
大
置
六
年
十
月
よ
h
大
正
入
年
九
月
ド
至
る
二
十
四
ヶ
月
間
に
ニ
つ
の
峰
を
有
し

τゐ
る
事
は
隔
者
に
共

通
L
た
現
象
で
あ
る
が
、
大
阪
の
峰
が
非
劃
稀
的
(
七
・
一
入

μ
z
二
ニ
・
九
九
%
)
な
る
に
謝

L
・
仙
壷
の
そ
れ
が

誼

叢

岨
割
線
的
(
九
・
五
二

M
古
八
・

O
三
%
)
な
る
は
、
注
目
す
べ
き
事
費
で
ゐ
る
。
庫
出
の
時
期
を
H
T
も
て
、
大
時
三
期

丸

情
調
由
出
祉
と
租
枕
白
立
替

第
二
十
二
巻

(
第
一
一
世

九

内，リ



論

畿

情
酒
庫
出
枕
と
租
挽
の
立
替

第
二
十
二
審

第

都

jL 

九

正
す
る
富
市
が
出
来
る
o

第
一
期
は
大
正
六
年
十
月
よ
b
大
正
七
年
人
月
に
至
る
期
間
Y
あ
る
o
第
二
期
は
大
正
七

年
九
月
よ
り
大
正
人
年
二
月
迄
、
第
三
期
は
共
仙
悼
の
期
間
で
ゐ
る
。
第
一
一
一
期
の
数
字
は
梅
め
て
僅
少
で
あ
っ
て
大

勢
に
は
影
響
し
な
い
o

先
づ
第
一
期
の
十
一
ゲ
月
聞
を
見
る
。
仙
官
置
の
庫
出
割
合
は
、
例
外
な
〈
、
昼
一
闘
の
そ
れ

を
凌
ぎ
、
惑
に
大
阪
の
路
市
制
令
は
、
大
正
七
年
四
月
を
除
注
、
常
に
全
国
の
割
合
の
下
に
ゐ
る
。
従
つ

τ、
第

一
期
仁
於
て
仙
盛

ω庫
出
割
合
が
大
阪
の
庫
山
訓
〈
ロ
を
凌
駕
し
て
ゐ
る
事
は
、
勿
論
で
あ
る
。
次
に
第
二
期
の
よ
ハ

ヶ
月
削
に
於
て
は
、
大
阪

ω組
出
割
合
は
怖
に
金
閥
的
数
字
よ
b
大
に

L
て
.
反
割
に
仙
京
宜
的
数
字
は
会
図
的
庫

出
割
合
よ
h
も
小
で
あ
る
o

第
二
期
に
於

τ、
大
阪
の
庫
出
削
合
が
仙
壷

ωそ
れ
よ
h
y
も
大
な
る
事
は
、
明
か
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
仙
肇
の
庫
出
荷
は
第
一
刻
に
集
中
L
、
大
阪
の
庫
出
割
合
は
第
二
期
に
集
中
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。体

出
累
計
制
合
を
見
る
も
、
毎
月
庫
出
制
合
ピ
岡
品
川
の
事
貨
が
あ
る
。
大
阪
に
て
は
、
大
正
七
年
六
月
に
最
初

の
四
分

ω
一
を
庫
出
L
、
同
年
十
月
仁
四
分
の
二
、
同
年
十
一
月
に
四
見
方
的
三
を
庫
川
し
た
の
で
あ
る
。
仙
盈

は
、
之
に
反
L
、
大
正
七
年
二
月
に
最
初
の
四
分

ω
一
を
出

L
、
五
月
に
四
分

ω
こ
を
、
九
月
に
四
分
的
三
を
庫

附
し
た
の
で
あ
る
。
大
阪
が
末
V
H
四
分
の
一
ヤ
庫
出
せ
古
る
聞
に
巳
に
仙
蚕
は
四
分
の
こ
を
庫
出
L
、
大
阪
が
四

品
川
の
二
を
庫
山
し
す
る
迄
に
仙
毒
は
己
に
四
分
の
三
を
庫
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
、
仙
挙
の
庫
出
累
計

割
合
が
、
慌
に
大
阪
の
数
字
よ
h
も
先
走
っ
て
ゐ
る
。
か
〈
て
、
大
阪
は
金
遁
石
高
の
竿
分
を
十
月
を
中
心
ご
し



て
六
月
乃
至
十
一
月
の
五
グ
月
間
に
庫
出
し
、
仙
蚕
は
五
月
を
中
心
ご
し
て
二
月
乃
至
九
月
の
七
ゲ
月
間
に
同
じ

割
合
を
庫
出
L
た
の
で
ゐ
る
。
全
国
は
、
両
者
の
中
央
に
位
し
、
八
月
九
宮
中
心
ご
し
て
四
月
乃
至
十
一
月
の
七
ケ

月
間
に
全
治
石
高

ω
字
分
骨
庫
出
し
た
の
で
あ
る
。

仙
盛
正
大
阪
三
金
凶
・
乙
の
数
字
を
比
絞
す
る
市
平
に
よ
h
、

r
r叩

刑

VMr川
岨

r
r
r
v官
官
が

r
r
r
r
r
xを

明
か
に
し
た

Q

而
し

t
酢
町
貯
川

rudWL古川
rrrrw町
r
r
rダ
ド
、
酢
山
川
仙
畑
一
り
山
地

γ
山
人
阪
は
析
す

fwmw

グ
ド
山
り
で
め
る
。
同
刊
日
的
現
象
が
、
各
年
度

ω
閉
じ
も
之
を
見
る
事
が
山
来
る
。
従
っ
て
、
税
金
立
持
叫
問
題
仁

引
い

r
v・
宮
山

ur才
J
h
、
山
山
か

r
rド
bTrruv・
X
W
F
V
R
r
v
v
rる
げ
で
町
一
。
。

第
二!i

庫
川
税
ご
税
金
立
替
の
問
題

以
上
、
庫
山
心
同
川
に
誠
枕
す
る
庫
出
枕
己
現
行
治
石
枕
正
が
・
税
金
の
立
替
又
は
利
則

ω貼
に
於

τ、
如
何

な
る
聞
係
に
立
て
り
ゃ
を
、

地
方
別
及
び
年
度
別
じ
研
究
し
た
の
で
め
る
。
然
し
.
問
題
ピ
な
っ

τゐ
る
庫
川
税

は恥仲山叫い

t
J
p
m一幹

hwvm凹
?
前
官

r
r
rに
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、

具
備
問
題
ご
し
て
は
之
を
胴
慮
せ
ね
ば
な
ら

泊
。
夏
に
、
税
金
の
立
潜
又
は
利
川
の
問
題
に
は
現
金
取
引
が
行
は
る
、
か
又
は
冊
資
制
度
が
行
は
る
、
か
が
重

要
問
題
で
あ
る
か
ら
、
膳
出
時
期
e

皆
様
準
ご
し
て
什
令
同
町
山
崎
延
日
政
を
調
ぺ
る
必
要
が
あ
る
。

清
酒
代
金
り
岡
牧
期
的
一
算
定

ω
問
題
は
、

一
の
韓
関
で
あ
る
。
代
令
岡
牧
は
、

地
方

ω
慣
仰
に
よ
句
年

ω
景
気

諭

議

清
酒
雌
出
掛
と
租
軸
の
立
替

第
二
十
二
巻

(品一一世

九
三
)

ブL



論

議

不
且
凪
気
仁
よ
b
又
は
取
引
上
の
強
制
網
開
係
に
よ
b
頗
る
凶
々
で
あ
る
h
y

ら、

第
二
十
二
巻

第

肱
一
概
に
断
定
由
来
な
い
が
、

掛
寅
が

小
比
例
沼
陣
出
枕
と
租
粧
の
立
替

九
四
)

ゴL
四

数
を
算
出
し
た
。

原
則
正

L
て
行
は
れ
て
ゐ
る
事
ピ
り
は
確
で
あ
る
。
般
に
西
宮
沼
地
株
式
曾
枇
に
つ
い
て
清
酒
代
命
岡
牧
溢
延
日

第
穴
表

'" 
主

明
拍
ニ
サ
泊
年

十

六

年

1-

七

ll~ 

E

E

E

、
Fr

一

ノ

's

一

十

九

年

F唱~~ 

1-

四

十

-
'1三

P-!..I 

'1 

四

十

四

年

四

十

五

年

大

正

'1' 

清
酒
代
金
回
収
誕
延
日
数
は
年
に
よ

b
不
同
で
あ
る
が
、
入
込
よ

b
計
算
し

τ
卒
均
七
三
・
入
目
、
庫
出
よ
り

'1三t
 

s
 

仙
沼
代
金
岡
牧
遅
延
日
町

入
込
よ
り

，、
入、J

L
I

'
t
・ョ

ハ七土ハ

大

F、

六
八
・
五

ハ
ヒ
・
入

八ベソ・
0

E
九・
3

h

九・

c

ハ凹・六

t 

山
由
よ
り

ヒ七
一
了
五

七
二
・
六

ハ七・
J

ハ

七三・五

ヒ
ニ
・
凡

ハ七・
八五・

o

ハ凹・

0

七
四
・

o

、L
l

，、

'

J

ノ
・
プ

じ
七

今E

* 

大

正

三

年

大

正

四

年

大

正

宜

年

大

正

大

年

大

正

七

年

大

正

凡

年

大

正

九

年

大

正

十

年

大
正
十
一
年

大
正
十
二
年

大
正
十
三
年

平

均

入
込
よ
リ

一0
・
ニ
九

t 
-~ 、、!?、

F

J

ノ・

f

大

0
・七

4二
>-
J、七=一・

λ

、一、
f
プ

一0
0
・六

七

九

一O
三・六

七
こ
7
λ

出
削
よ
り

一O
七
・
九

λ. 七一・
λ

，、
>-，、ハ五・七

ノ町、じ
凡
・
λ

j， 一O
五・大

J、
四

一O
八・六

七八・
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算
定
す
る
芭
七
八
・
八
日
の
数
字
を
一
不
し
て
ゐ
る
。

今
般
に
全
国
一
段
に
庫
出
後
三
ヶ
月
し

τ消
泊
代
金
が
回
放

出
来
る
も
の
正
せ
ば
、
第
四
表
を
衣
の
如
〈
に
一
訂
正

L
て
、
税
金
の
立
替
叉
は
利
用
の
期
聞
を
一
不
吉
ね
ば
な
ら

i/J 
0 

第
七
表

現
行
栂
法

O
F
に
於

η
る
枯
金
立
替
(
ム
)
又
は
刺
用
(
十
)
期
間
比
蜘
累
年
譜
(
月
草
位
)

各

前

勉

年

度

泊

大
正
二
年

大
正
三
年

大
正
削
年

大
正
当
年

大
正
式
年

大
正
七
年

大
正
λ
年

大
正
九
年

大
正
寸
年

軒
並
平
均

金

闘

J、

肱

十口・
-
t
宍

心
白
・
盟
血

+口・五色

ト

毛

+
7ぃ丙口

十了一一晃一言

十

7
口
J
A
也

+口・コ
4
4
A

十
日

L
一九

十て一九回

+口・品向。

+口二一一品

+口・
4
4
a円

十口・缶
T
A
J

一

ト口・五九一

+-一・ニ会

十口・五品出品

ム
ロ
・
王
星

十口・一一千九回

+口・伊弐

+口・ユ畢山

ilh 

主語

+
7
h
(些百一

+ユヱ豆-

+ニ・九
G

-

+ヨ
τ宅凶

+
千
七
4
2

+
7丸
岡
山
晶

+ニ二回一回

ト
コ
エ
註
亘

+ュ・
4
七月八

第
七
表
を
見
る
ご
、
大
正
二
年
大
正
人
年

ω大
阪
を
除
一
言

τ、
大
惜
に
於
て
酒
造
業
者
が
税
金
の
立
替
を
な
さ

hv
志
の
み
が
却
っ
て
税
金
を
利
用
し
て
ゐ
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
最
近
九
ク
年
の
平
均
を
古
れ
ば
、
仙
盈
は
約

ニ
グ
月
字
、
会
凶
は
約
一
ヶ
月
・
大
阪
は
約
十
日
枕
金
を
利
用
し
て
ゐ
る
事
正
な
る
。

所
説
庫
出
枕
正

L
て
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
明
治
J

干
五
年

ω大
蔵
省
円
卓
に
て
は
庫
出
後
五
ゲ
月
・
大

正
十
年
の
財
政
経
済
調
査
命
H

護
用
案
に

τは
三
ヶ
月
、
灘
五
郷
大
・
阪
地
中
部

ω
決
議
に
よ
れ
ば
四
ヶ
月
で
あ
る
か

ら
、
大
髄
雌
出
後
四
グ
月
を
経
て
納
税
す
る
も
の
ピ
考
へ

τ差
支
な
か
ら
う
。
従
っ
て
庫
出
後
三
ヶ
月
に
し
て
代

金
が
回
収
せ
ら
れ
る
芭
云
ふ
上
記
山
間
四
定
を
採
附
す
る
正
、
所
調
庫
出
枕
の
下
に
て
於
は
酒
造
業
者
は
結
局
四
ケ

箇

議

情
調
臨
出
動
と
租
粧
目
立
替

第
二
十
二
巻

(
第
一
規

丸
五
)

丸

宜

fa'>'，，"げが



論

議

椅
酒
庫
出
穂
ル
」
咽
相
秘
申
立
替

第
二
十
二
番

(
第
一
一
揖

九
六
}

九
プミ

月
己
三
ゲ
月
正
の
差
一
ゲ
月
分

rけ
租
税
を
利
用
し
得
る
謬
で
あ
る
。
従
っ
て
四
ヶ
月
の
猶
議
期
聞
を
置
く
庫
出

税
法
正
現
行
法
己
の
何
れ
が
酒
池
業
者
に
利
益
な
り
や
の
問
題
は
、

沼
港
業
者
が
現
今
租
税
を
利
用
L
得
る
期
間

が
一
ヶ
月
以
上
な
ム
り
や
以
下
な
b
ゃ
に
よ
b
決
す
る
の
で
あ
る
。

一
ク
月
を
限
界
己
し
て
、
ぞ
れ
以
上
の
矧
問
を

利
用
せ
る
酒
捲
業
者
は
現
行
決
を
捧
ぷ
目
、
(
、

そ
れ
以
下
の
場
合
は
庫
出
税
を
芭
る
べ
き
で
あ
る
。
現
行
践
を
改

め
て
四
ヶ
月
猶
噛
期
的
庫
山
税
じ
寸
る
事
に
よ
り
、
酒
治
業
者
は
幾
何
の
利
盆
叉
は
損
失
を
期
間
の
上
仁
受
〈
ぺ
き

ゃ
を
明
か
に
す
る
縛
め
に
、
第
七
求
を
改
め

τ第
八
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

瞳

m
A表

山
仲
山
拾
に
政
む
る
事
に
上
り
酒
匙
識
者
の
受
{
る
損
(
ム
)
得
(
+
)
由
期
間

(
H車
位
)

告

酒

遺

年

度

回

大
正
二
年

大
正
三
年

大
正
凹
年

大
正
直
年

大
正
六
年

大
正
七
年

大
正
λ
年

大
正
九
年

J
A

正
十
年

秤
対
平
均

金

圃

+D
・b

宝山一回

+
白
・
巴
内

ムロ・司王一

ムロ・占一回〕

A
D
-
-
一克己

ムロ・口
A
h唱

+白・
hRy--

+口・

-x一

ム
口
・
一
九
回

+
口
・
口
閉
口

主;

阪

+
7塁晶

十白・八占一

十
白
・
z
目

+
口
・
三
凡

十口
'

h

口h
h

+
口
・
古
一
五

十

7
2
盟

+口・
h
A

口内

+
口
・
五
五
回

+口・担問一

由11

選

4
0

・a
A

舎一

ム了一一一言

ム
一
・
九
口
孟

ι
=・一括同

ム一一・一式計

ム
一
・
七
九
-z

会
-
h

盟

ム
一
・
一
同
国

凸

7
ペ昔一

ム一

-zh昔
凡

第
入
表
に
よ
り
、
庫
出
税
正
治
石
税
正
の
蹄
す
利
害
関
係
を
明
瞭
に
す
る
事
が
出
来
る
o
代
金
ef
庫
出
後
三
グ

町

r
w
w
r
r
f
r
t
r
r
w
r
u、
皆
川
口
一
り
h
u
D
仰
い
枇
ド
昨
日
'
庁
J
W

官
官
山
捌
ザ
聞
を
伴
パ
ム
宮
川
川
税
口
改
U

町
一
。
ギ
に
よ

h
各
酒
造
業
者
は
幾
何
の
利
害
を
受
〈
る
で
ゐ
ら
う
か
。
秘
摘
な
る
場
合
を
め
「
れ
ば
、
大
正
二
年
に
於
て
大
阪

が
て
四
五
九
ゲ
月
分
台
利
し
、
大
正
五
年
に
於
て
仙
肇
が
二
・
四
七
四
ゲ
月
分
を
失
ム
が
如
き
例
も
あ
る
。
最
近



九
年
間
を
平
均
し
て
一
五
へ
ば
、
こ
れ
に
よ
b
骨
密
山
乙
わ
か
や
ゆ
和
子
炉
h
人
山
に
た
恥
岡
山
ザ
紗
づ
γ
T
V
骨川り
L
M必

Er

w
u、
ダ
ム
町

f
u
?
r
r皆
r
u
r
r
u
f
f
r如何
r
u
r
r
u
o

第
ー一座→.ノ、
列島士
亦口

論

思
ム
に
清
酒
雌
出
税
運
動
な
る
も
の
は
、
そ
の
目
的
ど
す
る
所
が
、
融
問
税
者
た
る
消
費
者
仁
接
近

L
て
諒
す
る

事
に
よ
り
課
税

ω後
半
を
は
炉
る
己
云
ふ
貼
に
存
せ
争
、
出
事
み
杭
枕

ω立
替
の
方
面
に
於
て
従
来
凶
池
石
枕
よ
h

も
ヨ
リ
善
、
吉
伸
m越
を
粛
さ
ん
正
す
る
に
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
現
に
大
蔵
省
の
草
案
を
見
る
に
、

第
十
七
保

酒
制
検
査
石
敷
に
訴
し
庫
出
石
敷
の
欠
減
清
酒
に
在
て
は
倹
定
石
敷
吃
自
分
の
入
以
上
共
他
的
酒

類
に
在
り
て
は
検
定
石
数
の
百
分
の
ニ
以
上
は
庫
出
し
た
る
も
の
ご
し
、
最
終
庫
出
酒
類
の
消
費
税
古
共
に

之
を
徴
吹
す

第
十
人
保

酒
類

ω議
石
数
は
製
成
の
ご
き
之
を
検
定
す
但
し
検
定
は
察
器
の
容
量
に
依
る

の
文
句
が
あ
る
。
携
税
者
に
接
近
し
て
課
す
る
正
せ
ば
数
量
の
同
一
位
正
一
五
ふ
事
卸
も
欠
減
伝
顧
慮
す
る
輔
が
重

大
な
る
に
拘
ら
宇
、

一
律

ω欠
減
市
中
百
分
の
入
を
仮
定
す
る
が
如
き
|
|
課
税
技
術
上
の
難
易
は
別
ご
し
て

1
1

比
草
案
の
童
心
が
那
逃
仁
存
し
て
ゐ
る
か
を
晴
示

L
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

所
謂
清
酒
庫
出
税
論
な
る

b
の
は
、
現

今
明
へ
ら
れ
て
居
る
限
h
に
於
て
は
、
生
産
課
税
方
法
を
楽

τ、
販
寅
課
税
方
法
に
入
ら
ん
ご
す
る
課
枕
上
の
主

日耐

護

品
川
泊
剛
山
積
と
租
棺

o
t替

第
二
十
二
巻

3F 
披

九
七
)

九
七



1面

量長

仙
泊
庫
出
秘
主
租
税
白
J
M
替

年
二
寸
一
一
定

停

臨i

九
λ
)

:1L 
J、

義
的
問
題
で
な
〈
し
て
、

事
み
抱
石
税
の
納
期
の
標
準
を
進
石
期
に
求

U
べ
き
や
又
は
庫
出
期
に
求
む
べ
き
か
の

納
期

ω問
題
に
存
し

τゐ
る
。

而
し
て
此
鮪
に
於

τは、
仙
峯
地
方
正
大
阪
及
び
灘
地
方
芭
の
利
盆
は
一
致
[
な

い

ωで
ゐ
る
。

二E

艮
断
っ
て
院
一
一
き
た
レ

ω
は
私
の
研
究
仁
一
一
一
一
一

ω似
定

ω一
存
す
る
事
で
あ
る
。

何
れ
の
場
合
仁
も
酒
港
業
者
は
納
税
制
の
一

O
O
M刊
を
縛
嫁

L
、
鞠
嫁
細
が
そ
れ
以
上
又
は
を
れ
以
下

じ
め
ら

.3
る
端

常
談
掴
也
年
度
酒

ω数
量
以
、

首
該
福
祉
叫
年
山
田
仁
於
り
る
庫
出
新
酒

ω数
量
正
翌
泊
諮
年
度
に
於
り
る

庫
出
古
捕
の
数
量
E
の
合
計
ご
一
致
し
、
欠
減
、
制
水
、

二
年
を
超
ゆ
る
持
越
の
な
さ
事

庫
山
は
月
の
宇
ば
に
行
は
れ
、

納
税
期
叫
七
月
末
、

十
月
末
、

二
月
末
、
三
月
末
な
る
事

四

各
納
期
に
は
常
該
酒
造
年
度
抱
石
高

ω閥
抗
?
の
一
仁
係
る
租
枕
が
納
付
せ
ら
る
、
事

五

金
利
は
翠
利
に
し
て
金
融
の
繁
閑
を
悶
は
宇
常
に
同
一
な
る
事

以
上

ω
諸
事
貨
を
似
定
し
た
る
議
論
で
あ
る
か
ら
・

そ
の
州
制
定
を
裏
切
る
事
貨
の
あ
る
限
ち
に
於
'
し
は
、

そ
れ

作
¥
修
正
せ
ら
る
べ
き
で
め
る
。
夏
に
注
意
す
べ
き
は
、
港
石
殺
を
庫
出
税
じ
改
む
る
事
に
よ
っ
て
庫
川
割
合
に

何
等
の
縫
化
を
も
及
ぼ
さ
い

Y

る
事
を
前
提
正
し
た
の
で
あ
る
。

ニ
の
前
提

ω成
立
す
る
範
囲
内
仁
於
い

τ、
私
の

議
論
は
正
し
い
ー
の
で
あ
る
。
も

L
庫
出
殺
の
賞
施
に
伴
ひ
酒
造
業
者
が
庫
出
割
合
に
手
加
減
を
加
へ
る
燥
な
事
が



あ
れ
ば
、
前
仙
閣
の
過
去
の
数
字
は
之
を
勝
家
に
適
用
す
る
を
得
す
、
従
っ
て
叉
議
論
を
新
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

庫
出
税
的
問
題
は
謀
釈
放
術

ω主
義
上

ω問
題
で
な
〈

Lτ
寧
ろ
納
期
の
問
題
で
あ
る
事
は
、
以
上
越
べ
た
る

所
で
あ
る
o

然
し
な
が
ら
、
納
期
の
問
題
で
あ
る
正
一
五
ふ
事
は
決
し
て
此
問
題
が
重
要
で
な
い
ご
云
ふ
事
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。

一
石
拳
扮
墓
園
の
現
布
泊
芯
税
・
夏
に
改
在
せ
ら
れ
ん
ピ
す
る
一
石
阿
拾
闘
の
栖
匙
税
は

酒
慣
に
謝

L
て
少
な
か
ら
古
る
部
分
を
占
酌
従
て
酒
地
税
の
立
替
は
酒
遣
業
者
に
正
つ
て
大
な
る
負
擦
で
あ
る
。

納
期
の
如
何
が
酒
芯
業
者
の

E
額
の
税
金
立
替
仁
重
大
影
響
営
興
ふ
る
正
せ
ば
、
納
期
の
問
題
は
一
越
し
て
酒
造

業
者
の
合
融
上
の
大
問
題
己
な
る
の
で
あ
る
。
考
へ
方
に
よ
れ
ば
二
仰
の
越
杭
闘
争
な
h
ご
も
名
付
り
る
端
が
出

来
る
。
百
島
に
我
凶
財
政
上
よ
り
見
る
も
、

和
税
の
第
一
位
を
市
出
年
牧
或
侭
図
に
上
ら
ん
ど
す
る
酒
池
税
の
納
期

の
如
何
は
重
要
な
る
結
川
取
を
諸
方
面
に
特
訓
す
の
で
あ
る
。

税
法

ω納
期
の
握
れ
て
ゐ
る
の
じ
基
〈
古
都
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
国
家
の
立
場
よ
・
り
す
る
も
・
酒
治
業
者
の
立
場
よ

か
山
大
嫌
省
諮
券

ω品
目
行
の
如
き
も
、

一
は
現
行
瓶
詰

b
す
る
も
、
清
掴
応
出
税
己
和
税
の
立
替
の
問
題
は
慎
重
に
考
肱
せ
ね
ば
な
ら
泊
。

山
宮
祉
務
暑
の
猷
山
消
長
、
旧
小
説
長
、
梶
川
主
附
、
阿
富
問
地
株
式
合
証
取
締
役
楠
伊
藤
保
平
氏

及
び
大
肱
白
泉
掛
宗
長
街
民
に
材
料
提
削
白
勢
を
謝
す

面高

議

前
泊

W
出
世
企
和
雄
A
W
」

M
粧

第
二
」
E

二
を
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披
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九
)

fL 
九

此動に闘 Lては工藤博士 消費枇由説税方訟を論ず(最新財政之研究)に鴎る。4) 


